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(数値は、注釈のない限り平成18年3月 末 )
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第2号被保険者等

(職域加算部分)

厚生年金保険~卜
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(基 礎 年 金 )

(7′ 049万人 )

※ 厚生年金基金、確定給付企業年金及び私学共済年金の加入者は、確定拠出年金 (企業

型)にも加入できる。

※ 国民年金基金の加入員は、確定拠出年金(個人型)にも加入できる。

※ 適格退職年金については、平成23年度末までに他の企業年金等に移行。

※ 第2号被保険者等は、被用者年金被保険者のことをいう(第 2号被保険者のほか、65歳以上

で老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する者を含む。)。

※0内の数値は、時点が異なる数値を単純に合計して得られた暫定値。
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保隈料は、年月フ {総 i日曇‖)に 1寸 する軍で rT
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全額免除

4分の3免除

2分の1免除

4分の1免除

学生納付特例制度

若年者納付猶予制度

||' 国民年金保険料の各
'腫

免除制度の所イ尋墓辱E(2007年度)

(扶養親族等の数+1)× 35万円+22万円

78万円+扶養親族等控除額十社会保険料控除額等

118万円十扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

158万円十扶養親族等控除額十社会保険料控除額等

118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

(扶養親族等の数+1)× 35万円+22万円

社会保険庁HP内 「国民年金保F夕 14の iS目免除吊り度、一部納付 {免除)吊」度、吉年者絆〕lNl猶 予吊」度について
(hitp://www sia 90,p/1op/9ozo「 〕サ1/90Zonl o2 him)」 および「学生綱付1う 例制度 (hitp://wwぃ ノSta 90,p/1op/
gozonll/9o20nり 101 htm)1 2007年 11月 10日 確認

国民年金保険料の引き上げ幅
17,000円

16,000円

15,000円

14,000円

13,000円

12,000円
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保障11は  平成,16(2004)年度lT113(平成 ;5年度までは名目語)です 平成 17(2005)年層 |ソ Fこ の実際
の保障料は、上記で

=ま
った額に平成 16年度以降の物価・賃金の伸びを乗じた額

厚生労働省HP内 「平成 16年年金Fll度改正について (国 民年■法等の一部を改正する法律)参考言料 |

(httpl〃 ″ヽww mhtw 90,P/top cs/2004/03/tp0315-2 him1 2007年 11月 10日 確認 }

厚生年金保険料の引き上げ幅
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編,1‐ 老齢基礎年金の支給率

76% 82%

繰り可マ:ブ支給 108。4% 116.8% 125口 2% 133口 6%

減額卒=05%/繰 り上げた月数

増籠率 =100%十繰り下げた月1,× 07%

=「
「 社会保険庁ホームページ (htip://www sia 9olP/Seldo/ne∩ kin/shikum1/shlkunl102 him)

142.0%

より作成

サ■,老齢基礎年金 (月額)の計算式(200簿度)

年金額(月客頁)=6万6,008円 ×

(保険料を納 め た 月 数 十 保険料を免 除 さ れ た 月 数 ×免除割合別支 給 率 )

■加入可能月数

|ヽ′ 障害厚生年金 (月額)

1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金(1万8,992円 )

報酬比例の年金額十配偶者加給年金 (1万8,992円 )

幸隈酬‖Lヒ停」の年金額 ※最低保障額 (4万9,517円 )

報酬比例の年金額×2年

2級

3級

,障害手当金
(一時金 )

繰り上げ支給 70% 94%


